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高槻市公告第４８号 

 

高槻市立小学校普通教室教材提示装置（電子黒板）一式の購入に係る 

制限付一般競争入札募集要項 

 

高槻市が発注する物品購入について、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の６及び高槻市財務規則（平成７年高槻市規則第１３号。以下「財務規則」とい

う。）第９４条の規定により公告します。 

 

令和８年４月３日 

高槻市長 濱田 剛史 

 

１ 入札対象物品 

(1) 案 件 名  高槻市立小学校普通教室教材提示装置（電子黒板）一式の購入 

(2) 納 品 場 所   高槻市立小学校・教育会館 

(3) 数量及び仕様  仕様書に記載のとおり 

(4) 納 入 期 限   令和８年１２月２８日 

 

２ 応募（入札参加申請）の資格要件 

  次に掲げる要件を全て満たしていること。 

(1) 地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 本市の令和８年度入札参加資格者名簿（物品・業務委託）に登載されている者であ

ること。 

(3) 高槻市物品売買業者指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けていない者である 

こと。 

(4) 高槻市契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札等除外措置を受けてい

ない者又は同要綱別表に掲げる措置要件に該当しない者であること。 

(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２

５号）に基づき更生又は再生手続開始の申立てがなされている者については、更生計

画又は再生計画の認可決定の確定を受けている者であること。 

 

３ 質問及び回答 

(1) 受 付 期 間    令和８年４月３日(金)から令和８年４月１３日(月)  

受付時間は、午前８時４５分から午後５時１５分までとする。 

ただし、令和８年４月１３日(月)は午後３時までとする。 

郵送の場合は令和８年４月１３日(月)必着。 

(2) 問合せ方法   高槻市ホームページ（高槻市立小学校普通教室教材提示装置（電
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子黒板）一式の購入に係る制限付一般競争入札について：以下同

じ）に掲載の質問書（様式第５号）により、郵送・持参・ＦＡＸ

のいずれかの方法により行うこと。 

         提出先  大阪府高槻市桃園町２番１号 

高槻市役所 本館４階 総務部 契約検査課 

 ＴＥＬ 072-674-7501 

                 ＦＡＸ 072-674-2198 

          ※ＦＡＸでの提出の場合は、送信後に、質問書を送信した旨を、

契約検査課へ必ず電話にて連絡すること。 

 (3) 回答の方法   令和８年４月１５日（水）午後５時までに、高槻市ホームページ

にて質問への回答を公開する。 

 

４ 入札参加申請について 

入札参加を希望する者は、応募（入札参加申請）の資格要件を満たすことを確認のうえ、

制限付一般競争入札参加申請書を次に掲げる方法により提出すること。  

(1) 提 出 書 類    

「制限付一般競争入札参加申請書（様式第１号）」 

 ※書類は、高槻市ホームページからダウンロードすること 

(2) 申請書の提出方法 

申請書は、郵送・持参・ＦＡＸのいずれかの方法により提出すること。 

ア 申請受付 令和８年４月３日(金)から令和８年４月２０日(月) 

イ 受付時間 午前８時４５分から午後５時１５分までとする。ただし、令和８年４

月２０日(月)は午後３時までとする。 

郵送の場合は令和８年４月２０日(月)必着。 

ウ 提出先  大阪府高槻市桃園町２番１号 

高槻市役所 本館４階 総務部 契約検査課 

ＴＥＬ 072-674-7501 

         ＦＡＸ 072-674-2198 

※ 受付期間内に契約検査課に到達すること。 

  ※ ＦＡＸでの提出の場合は、送信後に、制限付一般競争入札参加申請書を送信し

た旨を、契約検査課へ必ず電話にて連絡すること。 

 

(3) そ の 他 

ア 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。  

イ 申請書に虚偽の記載をした者は、入札に参加できない。 

ウ 送付に関する一切の費用は、申請者の負担とする。 
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５ 入札参加資格の確認及び通知 

提出書類等を審査した後、参加資格確認通知書（様式第２号）を令和８年４月２１日 

（火）付けで申請者宛てに郵便及びＦＡＸで送付する。 

なお、当該通知で資格を有するとされた者であっても、不正等が判明した場合には入 

札参加資格を取り消す。 

 

６ 入札に係る書類送付 

 参加資格確認通知書により参加資格有りと認めた者に対して、ＦＡＸ及び電子メールに

て入札に係る書類の送付を行う。 

 ・送付書類 

    (1)制限付一般競争入札通知書 

   (2)見積明細書 

   (3)委任状 ※入札参加者が代理人の場合は、委任状を提出しなければならない。 

 

７ 入札日時及び入札場所 

 (1) 入札日時  令和８年４月２７日（月） 午前１１時００分 

(2) 入札場所  高槻市桃園町２番１号  高槻市役所 本館４階 入札室 

 

８ 無効の入札 

入札書については、財務規則第１００条第５項各号に掲げるもののほか、次に該当する 

入札は無効とする。なお、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定

を取り消す。 

(1) 参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者がした入札、並びに関係法令等に違反

した者がした入札。なお、参加資格がある旨を確認された者であっても、当該確認の

後、入札時点において前記資格のない者のした入札は無効とする。 

(2) 入札書に記名のない入札または本市へ届出のある使用印鑑が押印されていない入札。 

(3) 入札金額を訂正した入札。 

(4) その他、入札に関する条件に違反した入札。 

 

９ 落札の決定 

(1) 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を

落札者とする。 

(2) 落札となるべき価格の入札をした者が２者以上あるときには、当該入札をした者に

よるくじ引きにより落札者を決定する。ただし、当該入札者はくじを辞退することは

できない。 

(3) 開札の結果、落札者とすべきものがいないときは、直ちに再度の入札を行うことが

できる。この場合において、入札は、３回をもって限度とする。ただし、初度の入札
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で無効とされた入札をした者は、再度の入札に参加することができない。 

 

10 成立要件 

 (1) 参加者が２者に満たない場合は、入札を不成立とする。 

 (2) 実施にあたり、事故が発生したとき、不正な行為があったと認めるとき、その他必

要があると認めるときは、延期若しくは中止とする。 

 

11 入札に関する注意事項 

(1) 課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もる契約金額の１１０分の1００

に相当する金額を入札書に記載すること。 

(2) 入札保証金は、納付を免除された場合を除き、見積もる契約金額の３％相当額以上

の金額を納付すること。 

(3) 予定価格に１１０分の１００を乗じて得た価格の範囲内で最低の価格の入札者を落

札者とする。 

(4) 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を

加算した金額とする。この場合において、契約金額に１円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てる。ただし、単価契約については、この限りではない。 

(5) 契約書の「契約金額」欄には、上記(4)の金額を記載する。また、「消費税等相当額」

欄には、課税業者の場合には消費税等額を、免税業者の場合には消費税等相当額をそ

れぞれ記載する。 

(6) 契約保証金は、納付を免除された場合を除き、契約金額の５％相当額以上の金額を

納付すること。 

(7) 免税業者については、その旨、契約検査課長に届け出ること。 

(8) 入札書は当日配布する。 

(9) 入札日には、契約の際に使用する印鑑（入札・契約等の際に使用する印鑑として本

市に届け出ている印鑑）を持参すること。 

     なお、代理人による入札の場合には、委任状及び代理人の印鑑を忘れないよう、注

意すること。 

(10)入札参加者は、入札に際し、入札担当職員の指示に従い、円滑な入札に協力し、い

やしくも不穏当な言動等により、正常な入札の執行を妨げたり、他の入札参加者の迷

惑になるようなことを避けるほか、常に公共機関に物品を納入するにふさわしい入札

参加者としての態度を保持すること。 

(11)指定された時間を厳守すること。 

 

12 入札保証金 財務規則第９９条第３号により免除 
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13 契約保証金 要 （契約金額の５％相当額以上） 

 ※財務規則の定めるところにより、納付が免除となる場合がある。 

 

14 前 払 金  無 

 

15 部 分 払  無 

 

16 契約条項を示す場所及び期間 

高槻市ホームページに掲載。また、契約検査課窓口に令和８年４月２７日(月)まで掲

出。 

 

17 契約書作成の要否 要 

 

18 異議の申立て 

入札を行った者は、入札後は、財務規則、入札心得、契約条項、仕様書、その他契約

事項等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 

 

19 そ の 他 

(1) 本物件は、議決対象案件である。この契約については、仮契約書を取り交わし、高

槻市議会の議決を経たときに、地方自治法第２３４条第５項の契約書とみなす。 

(2) 上記条件は全て公告日現在におけるものとする。 

 

20  問い合わせ先  

高槻市 総務部 契約検査課（担当 森島） 

ＴＥＬ：０７２－６７４－７５０１  

ＦＡＸ：０７２－６７４－２１９８ 


